
横浜市リハビリテーション事業団手話通訳者等紹介事業実施要綱【新旧対照表】 

 

改正前（現行） 改正後 

 

別表第 1（第 9 条、10 条関係） 

報酬一覧表（手話通訳者） 

 

単価 金額 

1 時間以下 5,524 円 

1 時間超過～1 時間 30 分以下 6,356 円 

1 時間 30 分超過～2 時間以下 7,188 円 

2 時間超過～2 時間 30 分以下 8,020 円 

2 時間 30 分超過～3 時間以下 8,852 円 

3 時間超過～3 時間 30 分以下 9,684 円 

3 時間 30 分超過～4 時間以下 10,516 円 

4 時間超過～4 時間 30 分以下 11,348 円 

4 時間 30 分超過～5 時間以下 12,180 円 

5 時間超過～5 時間 30 分以下 13,012 円 

5 時間 30 分超過～6 時間以下 13,844 円 

6 時間超過～6 時間 30 分以下 14,676 円 

6 時間 30 分超過～7 時間以下 15,508 円 

7 時間を超える場合、30 分までごとに 1,107 円加算 

キャンセルの場合 3,860 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第 1（第 9 条、10 条関係） 

報酬一覧表（手話通訳者） 

 

単価 金額 

1 時間以下 5,756 円 

1 時間超過～1 時間 30 分以下 6,588 円 

1 時間 30 分超過～2 時間以下 7,420 円 

2 時間超過～2 時間 30 分以下 8,252 円 

2 時間 30 分超過～3 時間以下 9,084 円 

3 時間超過～3 時間 30 分以下 9,916 円 

3 時間 30 分超過～4 時間以下 10,748 円 

4 時間超過～4 時間 30 分以下 11,580 円 

4 時間 30 分超過～5 時間以下 12,412 円 

5 時間超過～5 時間 30 分以下 13,244 円 

5 時間 30 分超過～6 時間以下 14,076 円 

6 時間超過～6 時間 30 分以下 14,908 円 

6 時間 30 分超過～7 時間以下 15,740 円 

7 時間を超える場合、30 分までごとに 1,107 円加算 

キャンセルの場合 4,092 円 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前（現行） 改正後 

 

報酬一覧表（要約筆記者） 

 
 

単価 金額（手書き通訳） 金額（パソコン通訳） 

1 時間以下 4,992 円 5,492 円 

1 時間超過～1 時間 30 分以下 5,824 円 6,324 円 

1 時間 30 分超過～2 時間以下 6,656 円 7,156 円 

2 時間超過～2 時間 30 分以下 7,488 円 7,988 円 

2 時間 30 分超過～3 時間以下 8,320 円 8,820 円 

3 時間超過～3 時間 30 分以下 9,152 円 9,652 円 

3 時間 30 分超過～4 時間以下 9,984 円 10,484 円 

4 時間超過～4 時間 30 分以下 10,816 円 11,316 円 

4 時間 30 分超過～5 時間以下 11,648 円 12,148 円 

5 時間超過～5 時間 30 分以下 12,480 円 12,980 円 

5 時間 30 分超過～6 時間以下 13,312 円 13,812 円 

6 時間超過～6 時間 30 分以下 14,144 円 14,644 円 

6 時間 30 分超過～7 時間以下 14,976 円 15,476 円 

7 時間を超える場合、30 分までごとに 1,100 円加算 

キャンセルの場合 3,328 円 3,328 円 

 

報酬一覧表（要約筆記者） 

  
 

単価 金額（手書き通訳） 金額（パソコン通訳） 

1 時間以下 5,192 円 5,692 円 

1 時間超過～1 時間 30 分以下 6,024 円 6,524 円 

1 時間 30 分超過～2 時間以下 6,856 円 7,356 円 

2 時間超過～2 時間 30 分以下 7,688 円 8,188 円 

2 時間 30 分超過～3 時間以下 8,520 円 9,020 円 

3 時間超過～3 時間 30 分以下 9,352 円 9,852 円 

3 時間 30 分超過～4 時間以下 10,184 円 10,684 円 

4 時間超過～4 時間 30 分以下 11,016 円 11,516 円 

4 時間 30 分超過～5 時間以下 11,848 円 12,348 円 

5 時間超過～5 時間 30 分以下 12,680 円 13,180 円 

5 時間 30 分超過～6 時間以下 13,512 円 14,012 円 

6 時間超過～6 時間 30 分以下 14,344 円 14,844 円 

6 時間 30 分超過～7 時間以下 15,176 円 15,676 円 

7 時間を超える場合、30 分までごとに 1,100 円加算 

キャンセルの場合 3,528 円 3,528 円 

 

 

 

 

附則 

（施行期日） 

この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 

 

 

 


